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議案第４７号

長久手市福祉の家条例の全部を改正する条例について

長久手市福祉の家条例の全部を改正する条例を別紙のとおり定めるものとす

る。

令和６年６月３日提出

長久手市長 佐藤有美

説 明

この案を提出するのは、長久手市福祉の家を指定管理者が管理を行うこと等

に関し、長久手市福祉の家条例の全部を改正するため必要があるからである。
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別紙

長久手市条例第 号

長久手市福祉の家条例

長久手市福祉の家条例（平成１４年長久手町条例第２４号）の全部を改正す

る。

（趣旨）

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」とい

う。）第２４４条の２第１項の規定に基づき、長久手市福祉の家（以下「福祉

の家」という。）の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

（設置）

第２条 地域福祉の推進拠点として、市民の地域福祉活動を支援し、福祉の総

合的な推進を図るため、福祉の家を設置する。

（名称及び位置）

第３条 福祉の家の名称及び位置は、次のとおりとする。

⑴ 名称 長久手市福祉の家

⑵ 位置 長久手市前熊下田１７１番地

２ 福祉の家に地域福祉施設、生涯学習活動施設、高齢者・障害者福祉センタ

ー等を置く。

（利用の許可）

第４条 福祉の家の生涯学習活動施設及び高齢者・障害者福祉センターを利用

しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

２ 市長は、福祉の家の管理に必要があるときは、前項の許可に条件を付すこ

とができる。

（使用料）

第５条 利用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

２ 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、市長が相当の理由があると

認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。

（使用料の減免）

第６条 市長は、公用、公益上その他特に必要と認めるときは、前条に規定す

る使用料を減免することができる。
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（利用の制限）

第７条 市長は、福祉の家を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当

すると認めるときは、利用を許可しない。

⑴ 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

⑵ 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益

になると認めるとき。

⑶ 福祉の家又はその附属設備（以下「施設等」という。）を汚損、毀損又は

滅失させるおそれがあると認めるとき。

⑷ その他管理上支障があると認めるとき。

（利用の許可の取消し等）

第８条 市長は、第４条１項の許可を受けた者（以下「利用者」という。）が次

の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、利用の中止若

しくは停止を命じ、又は許可に付された条件を変更することができる。

⑴ 利用者が、この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

⑵ 利用者が、利用の許可に付された条件に違反したとき。

⑶ 利用者が、偽りその他不正な手段により利用の許可を受けた事実が明ら

かになったとき。

⑷ その他公益上又は管理上特に必要があると認めたとき。

２ 前項の規定により利用者が受ける損害については、市はその責を負わない。

（原状回復の義務）

第９条 利用者は、施設等の利用を終えたとき又は利用の許可の取消し若しく

は利用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

（損害賠償）

第１０条 利用者等が故意又は過失により施設等を破損又は滅失したときは、

その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させること

が適当でないと認めたときは、この限りでない。

（指定管理者による管理）

第１１条 市長は、法第２４４条の２第３項の規定により、法人その他団体で

あって市長が指定するもの（以下「指定管理者」という。）に、福祉の家の次

に掲げる業務を行わせることができる。
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⑴ 福祉の家の施設運営に関する業務

⑵ 福祉の家の施設等の維持、管理及び修繕に関する業務

⑶ 福祉の家の利用の許可に関する業務

⑷ 福祉の家の利用に係る料金（以下「利用料金」という。）に関する業務

⑸ 前４号に掲げるもののほか市長が必要と認める業務

（指定管理者の指定）

第１２条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところに

より、市長に申請しなければならない。

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最

も適切に指定管理施設の管理を行うことができると認めるものを指定管理者

に指定するものとする。

⑴ 利用者の平等な利用の確保ができること。

⑵ 関係する法令、条例、規則等の規定を遵守し、適正な管理運営ができる

こと。

⑶ 福祉の家の設置の目的を効果的に達成し、効率的な管理運営ができるこ

と。

⑷ 指定管理業務を安定して行う物的及び人的能力を有していること。

⑸ 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報の適正な取扱いが確保

できること。

３ 市長は、指定管理者の指定をしたときは、遅滞なくその旨を告示するもの

とする。

（管理の基準等）

第１３条 指定管理者は、次に掲げる基準により、指定管理業務を行わなけれ

ばならない。

⑴ 関係する法令、条例、規則等の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこ

と。

⑵ 利用者に対して適切なサービスの提供を行うこと。

⑶ 施設及び設備の維持管理を適切に行うこと。

⑷ 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。

２ 市長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとす
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る。

⑴ 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項

⑵ 指定管理業務の実施に関する事項

⑶ 指定管理業務の事業報告に関する事項

⑷ 前３号に掲げるもののほか、福祉の家の管理に関し必要な事項

（指定の取消し等）

第１４条 市長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定

管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一

部の停止を命ずることができる。

⑴ 指定管理業務又はその経理に関する市長の指示に従わないとき。

⑵ 第１２条第２項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。

⑶ 前条第１項各号に掲げる基準を遵守しないとき。

⑷ 前３号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続すること

が適当でないと認めるとき。

２ 第１２条第３項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は指定管理業務の

停止について準用する。

（利用料金）

第１５条 福祉の家の管理を指定管理者が行う場合における利用料金は、第５

条第１項に規定する金額を上限とし、指定管理者が市長の承認を得て定める

額とする。

２ 前項の場合において、利用者は、第５条第１項の規定にかかわらず、前項

において指定管理者が定める利用料金を納付しなければならない。

３ 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金

の免除又は一部若しくは全部の還付を行うことができる。

４ 第１項の利用料金は、指定管理者の収入とする。

（読替規定）

第１６条 第４条、第６条及び第７条から第９条までの規定は、福祉の家の管

理を指定管理者が行う場合について準用する。この場合において、第６条の

規定中「使用」とあるのは、「利用」と読み替えるものとする。

（規則への委任）
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第１７条 この条例に定めるものを除くほか、この条例の施行に関し必要な事

項は規則で定める。

附 則

この条例は、長久手市福祉の家条例の一部を改正する条例（令和６年長久手

市条例第３号）の施行の日から施行する。ただし、この条例の施行による改正

後の長久手市福祉の家条例第１２条に規定する指定管理者の指定及びこれに関

し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表（第５条関係）

生涯学習活動施設及び高齢者・障害者福祉センター

単位：円

室名 単位 使用料金

工房１

１時間

３００

工房２ ３００

研修室 ３００

会議室 ３００

集会室 ７６０

機能回復訓練室 ７６０

歩行浴室
１回

３００

福祉浴室 ３００
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議案の概要

１ 改正の趣旨

この条例は、福祉の家を指定管理者が管理を行うこと等に関し、長久手市

福祉の家条例の全部を改正するため必要があるからです。

（背景・目的）地域福祉について、当該施設の効果的な施設運営を行うと

ともに、安定した行政サービスの提供及び高い事業効果を図ることに関し、

指定管理者による管理を行うため、条例を改正するものです。

２ 改正の内容

⑴ 第１条に趣旨を規定すること。

⑵ 第２条に設置を規定すること。

⑶ 第３条に名称及び位置を規定すること。

⑷ 第４条に利用の許可を規定すること。

⑸ 第５条に使用料を規定すること。

⑹ 第６条に使用料の減免を規定すること。

⑺ 第７条に利用の制限を規定すること。

⑻ 第８条に利用の許可の取消し等を規定すること。

⑼ 第９条に原状回復の義務を規定すること。

⑽ 第１０条に損害賠償を規定すること。

⑾ 第１１条に指定管理者による管理を規定すること。

⑿ 第１２条に指定管理者の指定を規定すること。

⒀ 第１３条に管理の基準等を規定すること。

⒁ 第１４条に指定の取消し等を規定すること。

⒂ 第１５条に利用料金を規定すること。

⒃ 第１６条に読替規定を規定すること。

⒄ 第１７条に規則への委任を規定すること。

３ 今後の影響

条例の改正により、地域福祉について、当該施設の効果的な施設運営を行
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うとともに、安定した行政サービスの提供及び高い事業効果を図ることがで

きます。

４ 附則について

この条例は、長久手市福祉の家条例の一部を改正する条例の施行の日から

施行するものとします。ただし、新条例第１２条に規定する指定管理者の指

定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても

行うことができるものとします。


